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御庁頭書事件について、令和 2年 11月 18日実胞の第 5回進行協議期日を

受けて、被告第 4準備書面第 1. 2 (2頁）記載の原告番号 2~6、 9に関す

る入学検定料の入金履歴の調査について、次のとおり補足して説明する。

1 平成 23年度及び平成 24年度における入学検定料の取扱い

原告番号 2~6、 9において、受験の有無が問題となったのは平成 23年

度及び平成 24年度である。

平成 25年度以降、本学の一般入試及びセンター利用入試における入学検

定料の支払い方法は、所定の振込用紙（乙 1・ 1 3頁等参照）を使用して電

信扱にて振込む方法であるが、平成 23年度及び平成 24年度は、郵便局に

て購入した普通為替証書を本学に郵送してもらう方法であった（乙 31) 。

具体的な流れは次のとおりとなる。

① 受験生が、予め、郵便局において、入学検定料相当額の普通為替証書を

購入する。なお、この普通為替証書には差出人（受験生）名は記載されな

い（平成 23年度学生募集要項II3 (3) ・4頁等参照。乙 31) 

② その上で、受験生は、他の出願書類とともに所定の封筒に同封し、本学

に郵送する。

③ 本学に届いた後、大学事務局会計課において、普通為替証書のみを抜き

出し、その余の出願書類は学務課に引き渡す。

④ 上記③の際に、会計課において、出願書類に記載された受験生の氏名を

転記した一覧を作成する。この一覧には、受験生の氏名が漠字にて記載さ

れている。

2 本件入金履歴調査について

原告番号 2~6、 9の平成 23 年度•平成 2 4年度における入学検定料の

2 



入金履歴の有無は、上記 1④記載の一覧を確認する方法にて調査した。その

結果は、被告第 4準備書面第 1. 2 (2頁）記載の表のとおりである。

以上
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